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気象警報発令中の臨時休業等の対応について 

 

 保護者の皆様には日頃より、本校の教育活動にご支援、ご協力をいただきまして、あり

がとうございます。 
 さて、関町小学校では、台風や暴風雪等の気象災害が発生するおそれがある際、子供た

ちの安全を確保するため、今後の対応は、下記のとおりとしますので、ご理解とご協力を

お願いいたします。なお、練馬区立小・中学校は同様の対応となります。                   

記               
 
１ 臨時休業となる場合 

当日午前７時の時点で、気象庁から「練馬区」について、つぎのいずれかの

警報が発表されている場合は、臨時休業(休校）となります。 
 

○「特別警報(大雨・強風・大雪・暴風雪等)」または「暴風警報」「暴風雪警報」 
 

    
２ 臨時休業とならない場合の対応 
① 風雨や地域の状況により、始業時刻を繰り下げる等の対応が必要な場合には 
「学校連絡メール」と「学校ホームページの緊急連絡」でお知らせします。 
 
②ご家庭の判断で登校時の安全が心配される場合には、ご家庭の判断で登校を控

え、安全と判断された時点で登校させることも可能です。この場合は、必ず学校

に電話かファックスでご連絡ください。 
 なお、気象状況を理由として登校できない場合は、「欠席」や「遅刻」の扱いにはなり

ません。 
                           

３ 今後も台風などの気象災害では、緊急を要する次の場合には、「学校連絡メー

ル」と「学校ホームページ」でお知らせします。電話連絡網は使いません。 
① 臨時休業をする。  ②登校時刻を遅らせる。 
③下校時刻を早める。  ④地域班別の集団下校をする。 
⑤安全確保のため学校に児童を留め置く。 

  ※学校連絡メールに未登録の方は、至急登録されますようお願いいたします。

登録済みの方でも、3回受信拒否があると自動的に登録が抹消されますので、
ご注意ください。配信されたら必ず開けて、ご確認ください。 

                                  以上 
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